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原
則
が
骨
抜
き
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
市
民
主
権
に
基

づ
き
、
年
齢
や
性
別
、
国
籍
、
障
が
い
の
有
無
等
に
か
か
わ
ら

ず
基
本
的
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
平
和
主
義
を
貫
く
地
域
社
会
を
、

自
治
の
視
点
で
保
障
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
市
長
は
、
武
蔵
野
に
ふ
さ
わ
し
い
、
市
民
が
大
切
に
し
て

き
た
平
和
、
人
権
を
重
視
し
た
条
例
の
制
定
に
、
任
期
２
年
の

間
に
向
か
い
た
い
、
と
答
え
ま
し
た
。 

「
自
治
体
の
憲
法
」
と
も
呼
ば
れ
、
ま
ち
づ
く
り
の
最
上
位

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
条
例
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
、
市
民

の
自
治
を
進
め
る
こ
と
に
批
判
的
な
意
見
を
も
つ
一
部
の
議
員

の
抵
抗
が
強
く
、
議
会
の
議
論
が
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
経
過

が
あ
り
ま
す
。
議
会
と
し
て
本
格
的
な
検
討
体
制
を
つ
く
り
、

主
権
者
で
あ
る
市
民
と
と
も
に
、
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
急
が

れ
ま
す
。 

 

 

武
蔵
野
市
議
会
は
、
今
年
４
月
の
市
議
会
議
員
選
挙
後
、
７
名
の
新

人
を
含
め
新
た
な
議
会
構
成
と
な
り
ま
し
た
。 

６
月
８
日
か
ら
25
日
ま
で
、
第
二
回
定
例
会
が
開
か
れ
、
本
会
議
初

日
、
内
山
さ
と
子
は
「
自
治
体･

議
会
の
基
本
条
例
、
環
境
啓
発
施
設
と

周
辺
整
備
に
つ
い
て
」一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。 

 
武
蔵
野
市
で
は
、
今
、「
自
治
の
ル
ー
ル
」
＝
自
治
体
運
営
の
基
本

条
例
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
17
年
、「
第
二
次

行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
方
針
」
で
初
め
て
「
自
治
基

本
条
例
の
検
討
」
が
記
載
さ
れ
て
以
来
10
年
の
間
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
開
催
や
庁
内
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
の
調
査
研
究
な
ど
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
昨
年
４
月
、
庁
内
の
検
討
委
員
会
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
が
行
っ
た
先
進
自
治
体
の
調
査
報
告
で
は
、
議
会
と
と
も
に
制

定
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
い
う
方
向
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
、
現

在
、
市
は
、
議
会
の
基
本
条
例
を
含
め
た
、「
総
合
型
の
基
本
条
例
」

を
目
指
す
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

自
治
体
の
基
本
条
例
は
、
平
成
12
年
に
は
じ
め
て
北
海
道
ニ
セ
コ

町
で
制
定
さ
れ
て
以
降
、
全
国
で
取
り
組
み
が
進
み
、
近
隣
の
多
摩

市
、
小
金
井
市
、
三
鷹
市
、
杉
並
区
、
練
馬
区
、
新
宿
区
を
は
じ
め
、

330
以
上
の
ま
ち
で
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
治
体
運
営
の
基
本
を
定

め
る
条
例
に
は
、
市
民
、
行
政
、
議
会
の
役
割
を
明
確
に
す
る
ほ
か
、

市
民
が
尊
重
で
き
る
普
遍
の
理
念
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

原
発
依
存･

再
稼
働
を
進
め
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
可
能
と
す

る
な
ど
、
国
民
の
意
思
と
乖
離
し
た
政
権
の
専
横
に
よ
っ
て
、
今
、「
国

民
主
権
、
基
本
的
人
権
、
平
和
主
義
」
と
い
う
日
本
国
憲
法
の
三
大 

 
（平成）   ＜武蔵野市の主な経過＞ 

17年   第二次行財政改革を推進するための基本方針に「自治

基本条例の検討」と記載 

18年～19年 庁内の調査研究ワーキングチーム報告 

20年   第四期長期計画・調整計画に「自治体運営の基本的な 

ルールの検討を行う」と記載 

20年～22年 シンポジウム、連続講座等の開催 

24年   担当副市長から、市議会代表者会議で「協議の場」設

置の依頼がされる 

24年 12月、25年 2月 

市議会代表者メンバーと担当副市長・職員との懇談会 

25年 3月  庁内検討委員会ワーキンググループ報告 

25年 5月  庁内に自治体運営に関する条例検討委員会設置 

26年 6月 30日  

改選後の市議会代表者メンバーと担当副市長・職員との懇談会 
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